
 

一 

 
 

 

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

一 

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
八
十
九
条 

保
釈
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
左
の
場
合
を
除
い
て
は
、
こ

れ
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

被
告
人
が
罪
証
を
隠
滅
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
充
分
な
理
由
が
あ
る
と

き
。 

 

五
・
六 

（
略
） 

 

第
九
十
六
条 

裁
判
所
は
、
左
の
各
号
の
一
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
検
察
官
の

請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
を
以
て
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

被
告
人
が
罪
証
を
隠
滅
し
又
は
罪
証
を
隠
滅
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
充

分
な
理
由
が
あ
る
と
き
。 

 

四
・
五 

（
略
） 

②
・
③ 

（
略
） 

 

第
百
九
十
八
条 

（
略
） 

第
八
十
九
条 

保
釈
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
左
の
場
合
を
除
い
て
は
、
こ

れ
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
三 

（
同
上
） 

 

四 

被
告
人
が
罪
証
を
隠
滅
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と

き
。 

 

五
・
六 

（
同
上
） 

 

第
九
十
六
条 

裁
判
所
は
、
左
の
各
号
の
一
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
検
察
官
の

請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
を
以
て
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
・
二 

（
同
上
） 

 

三 

被
告
人
が
罪
証
を
隠
滅
し
又
は
罪
証
を
隠
滅
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相

当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。 

 

四
・
五 

（
同
上
） 

②
・
③ 
（
同
上
） 

 

第
百
九
十
八
条 
（
同
上
） 



  

二 

② 

前
項
の
取
調
べ
に
際
し
て
は
、
被
疑
者
又
は
弁
護
人
が
求
め
た
と
き
は
、

弁
護
人
（
弁
護
人
が
求
め
た
と
き
は
、
当
該
弁
護
人
）
の
立
会
い
を
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

③ 

前
項
の
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
取
調
べ
の
日
時
及
び
場
所
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
弁
護
人
に
こ
れ
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

④ 

逮
捕
又
は
勾
留
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
が
第
二
項
の
求
め
を
し
た
場
合
に
お

い
て
被
疑
者
に
弁
護
人
が
な
い
と
き
は
、
被
疑
者
は
、
弁
護
人
が
選
任
さ
れ

る
ま
で
の
間
、
第
一
項
の
取
調
べ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
弁
護

人
が
選
任
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑤ 

第
一
項
の
取
調
べ
に
際
し
て
は
、
被
疑
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
自
己

の
意
思
に
反
し
て
供
述
を
す
る
必
要
が
な
い
旨
及
び
弁
護
人
を
取
調
べ
に
立

ち
会
わ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

⑥
～
⑧ 

（
略
） 

⑨ 

第
一
項
の
取
調
べ
に
際
し
て
は
、
被
疑
者
の
供
述
及
び
取
調
べ
の
状
況
の

す
べ
て
を
記
録
媒
体
（
被
疑
者
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
音
声
の
み

を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
）
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
同
時
に
、
同
一
の
方
法
に
よ
り
二
以
上
の
記
録
媒
体
に
記

録
す
る
も
の
と
す
る
。 

⑩ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
を
し
た
記
録
媒
体
の
一
に
つ
い
て
は
、
取
調
べ

を
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
被
疑
者
の
面
前
に
お
い
て
封
印
を
し
な

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

   

② 

前
項
の
取
調
に
際
し
て
は
、
被
疑
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
自
己
の
意

思
に
反
し
て
供
述
を
す
る
必
要
が
な
い
旨
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

③
～
⑤ 

（
同
上
） 

（
新
設
） 

    

（
新
設
） 

 



 

三 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
記
録
媒
体
が
同
項
の

規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
被
疑
者
に
確
認
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。 

⑪ 

前
項
の
確
認
が
さ
れ
た
と
き
は
、
同
項
の
封
印
に
被
疑
者
の
署
名
押
印
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
被
疑
者
が
こ
れ
を
拒
絶
し
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑫ 

第
十
項
の
規
定
に
よ
り
封
印
を
し
た
記
録
媒
体
は
、
捜
査
記
録
に
添
付
し

て
捜
査
に
関
す
る
書
類
の
一
部
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

⑬ 

被
疑
者
又
は
弁
護
人
は
、
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
を
し
た
記
録
媒
体

（
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
封
印
を
し
た
記
録
媒
体
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
を

閲
覧
し
、
若
し
く
は
聴
取
し
、
又
は
そ
の
複
製
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
二
百
三
条 

司
法
警
察
員
は
、
逮
捕
状
に
よ
り
被
疑
者
を
逮
捕
し
た
と
き
、

又
は
逮
捕
状
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
た
被
疑
者
を
受
け
取
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に

犯
罪
事
実
の
要
旨
並
び
に
弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
弁
解

に
際
し
弁
護
人
の
立
会
い
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
告
げ
た
上
、
弁
解

（
被
疑
者
が
求
め
た
と
き
は
、
弁
護
人
の
立
会
い
の
上
で
の
弁
解
）
の
機
会

を
与
え
、
留
置
の
必
要
が
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
直
ち
に
こ
れ
を
釈
放
し
、

留
置
の
必
要
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
被
疑
者
が
身
体
を
拘
束
さ
れ
た
時

か
ら
四
十
八
時
間
以
内
に
書
類
及
び
証
拠
物
と
と
も
に
こ
れ
を
検
察
官
に
送

致
す
る
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

   

第
二
百
三
条 

司
法
警
察
員
は
、
逮
捕
状
に
よ
り
被
疑
者
を
逮
捕
し
た
と
き
、

又
は
逮
捕
状
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
た
被
疑
者
を
受
け
取
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に

犯
罪
事
実
の
要
旨
及
び
弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
告
げ
た

上
、
弁
解
の
機
会
を
与
え
、
留
置
の
必
要
が
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
直
ち

に
こ
れ
を
釈
放
し
、
留
置
の
必
要
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
被
疑
者
が
身

体
を
拘
束
さ
れ
た
時
か
ら
四
十
八
時
間
以
内
に
書
類
及
び
証
拠
物
と
と
も
に

こ
れ
を
検
察
官
に
送
致
す
る
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  



  

四 

②
・
③ 

（
略
） 

④ 
第
百
九
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
の
求
め
が
あ
つ
た
と
き
に
つ
い

て
、
同
条
第
九
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
項
の
弁
解
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
準
用
す
る
。 

 

第
二
百
四
条 

検
察
官
は
、
逮
捕
状
に
よ
り
被
疑
者
を
逮
捕
し
た
と
き
、
又
は

逮
捕
状
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
た
被
疑
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
送
致
さ
れ
た
被

疑
者
を
除
く
。
）
を
受
け
取
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
犯
罪
事
実
の
要
旨
並
び
に

弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
弁
解
に
際
し
弁
護
人
の
立
会
い

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
告
げ
た
上
、
弁
解
（
被
疑
者
が
求
め
た
と
き

は
、
弁
護
人
の
立
会
い
の
上
で
の
弁
解
）
の
機
会
を
与
え
、
留
置
の
必
要
が

な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
直
ち
に
こ
れ
を
釈
放
し
、
留
置
の
必
要
が
あ
る
と

思
料
す
る
と
き
は
被
疑
者
が
身
体
を
拘
束
さ
れ
た
時
か
ら
四
十
八
時
間
以
内

に
裁
判
官
に
被
疑
者
の
勾
留
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ

の
時
間
の
制
限
内
に
公
訴
を
提
起
し
た
と
き
は
、
勾
留
の
請
求
を
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。 

② 

（
略
） 

③ 

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す

る
。 

 

第
二
百
五
条 

検
察
官
は
、
第
二
百
三
条
の
規
定
に
よ
り
送
致
さ
れ
た
被
疑
者

②
・
③ 

（
同
上
） 

（
新
設
） 

   

第
二
百
四
条 

検
察
官
は
、
逮
捕
状
に
よ
り
被
疑
者
を
逮
捕
し
た
と
き
、
又
は

逮
捕
状
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
た
被
疑
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
送
致
さ
れ
た
被

疑
者
を
除
く
。
）
を
受
け
取
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
犯
罪
事
実
の
要
旨
及
び
弁

護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
告
げ
た
上
、
弁
解
の
機
会
を
与
え
、

留
置
の
必
要
が
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
直
ち
に
こ
れ
を
釈
放
し
、
留
置
の

必
要
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
被
疑
者
が
身
体
を
拘
束
さ
れ
た
時
か
ら
四

十
八
時
間
以
内
に
裁
判
官
に
被
疑
者
の
勾
留
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
但
し
、
そ
の
時
間
の
制
限
内
に
公
訴
を
提
起
し
た
と
き
は
、
勾
留
の
請

求
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

  

② 

（
同
上
） 

③ 
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

  

第
二
百
五
条 

検
察
官
は
、
第
二
百
三
条
の
規
定
に
よ
り
送
致
さ
れ
た
被
疑
者



 

五 

を
受
け
取
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
弁
解
に
際
し
弁
護
人
の
立
会
い
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
旨
を
告
げ
た
上
、
弁
解
（
被
疑
者
が
求
め
た
と
き
は
、
弁
護

人
の
立
会
い
の
上
で
の
弁
解
）
の
機
会
を
与
え
、
留
置
の
必
要
が
な
い
と
思

料
す
る
と
き
は
直
ち
に
こ
れ
を
釈
放
し
、
留
置
の
必
要
が
あ
る
と
思
料
す
る

と
き
は
被
疑
者
を
受
け
取
つ
た
時
か
ら
二
十
四
時
間
以
内
に
裁
判
官
に
被
疑

者
の
勾
留
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

②
～
④ 

（
略
） 

⑤ 

第
二
百
三
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

 

第
二
百
二
十
三
条 

（
略
） 

② 

第
百
九
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定

は
、
前
項
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

 

第
二
百
九
十
九
条 

検
察
官
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
が
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳

人
又
は
翻
訳
人
の
尋
問
を
請
求
す
る
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
相
手
方

に
対
し
、
そ
の
氏
名
及
び
住
居
を
知
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
の
取
調
べ
を
請
求
す
る
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

相
手
方
に
こ
れ
（
第
百
九
十
八
条
第
十
二
項
（
第
二
百
三
条
第
四
項
（
第
二

百
四
条
第
三
項
及
び
第
二
百
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
捜
査
に
関
す
る

書
類
の
一
部
と
さ
れ
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
は
、
当
該
記
録
媒
体
以
外
の
第

を
受
け
取
つ
た
と
き
は
、
弁
解
の
機
会
を
与
え
、
留
置
の
必
要
が
な
い
と
思

料
す
る
と
き
は
直
ち
に
こ
れ
を
釈
放
し
、
留
置
の
必
要
が
あ
る
と
思
料
す
る

と
き
は
被
疑
者
を
受
け
取
つ
た
時
か
ら
二
十
四
時
間
以
内
に
裁
判
官
に
被
疑

者
の
勾
留
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

②
～
④ 

（
同
上
） 

（
新
設
） 

 

第
二
百
二
十
三
条 

（
同
上
） 

② 

第
百
九
十
八
条
第
一
項
但
書
及
び
第
三
項
乃
至
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項

の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

 

第
二
百
九
十
九
条 

検
察
官
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
が
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳

人
又
は
翻
訳
人
の
尋
問
を
請
求
す
る
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
相
手
方

に
対
し
、
そ
の
氏
名
及
び
住
居
を
知
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
の
取
調
を
請
求
す
る
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

相
手
方
に
こ
れ
を
閲
覧
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
相

手
方
に
異
議
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  



  

六 

百
九
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
を
し
た
記
録
媒
体
）
を
閲
覧
す
る

機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
相
手
方
に
異
議
の
な
い
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

② 

（
略
） 

 

第
三
百
十
九
条 

強
制
、
拷
問
又
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
、
不
当
に
長
く
抑
留
又

は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
、
第
百
九
十
八
条
第
二
項
、
第
四
項
又
は
第
九
項

の
規
定
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
取
調
べ
に
お
い
て
さ
れ
た
自
白
そ
の
他
任
意

に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
疑
い
の
あ
る
自
白
は
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

②
・
③ 

（
略
） 

 

   

② 

（
同
上
） 

 

第
三
百
十
九
条 

強
制
、
拷
問
又
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
、
不
当
に
長
く
抑
留
又

は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
そ
の
他
任
意
に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
疑
の
あ
る
自

白
は
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  

②
・
③ 

（
同
上
） 

 

 
 

 



 

七 

二 

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
二
号
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
中
略
） 

 
 

第
二
百
四
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。 

（
中
略
） 

 
 

第
二
百
五
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
百
三
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
つ
い
て
、
前
条
第

二
項
の
規
定
は
、
検
察
官
が
、
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事

件
以
外
の
事
件
に
つ
い
て
逮
捕
さ
れ
、
第
二
百
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
項

に
規
定
す
る
事
件
に
つ
い
て
送
致
さ
れ
た
被
疑
者
に
対
し
、
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
弁
解
の
機
会
を
与
え
る
場
合
（
被
疑
者
に
弁
護
人
が
あ
る
と
き

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

（
中
略
） 

 
 

第
二
百
九
十
五
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 
 

裁
判
所
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
検
察
官
又
は
弁
護

士
で
あ
る
弁
護
人
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
検
察
官
に
つ
い

 

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
同
上
） 

 
 

第
二
百
四
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

（
同
上
） 

 
 

第
二
百
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
検
察
官
が
、
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
事
件
以
外
の
事
件
に
つ
い
て
逮
捕
さ
れ
、
第
二
百
三
条
の
規
定
に

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
件
に
つ
い
て
送
致
さ
れ
た
被
疑
者
に
対
し
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
弁
解
の
機
会
を
与
え
る
場
合
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用

す
る
。
た
だ
し
、
被
疑
者
に
弁
護
人
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
（
同
上
） 

 
 

第
二
百
九
十
五
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 
 

裁
判
所
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
検
察
官
又
は
弁
護

士
で
あ
る
弁
護
人
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
検
察
官
に
つ
い



  

八 

て
は
当
該
検
察
官
を
指
揮
監
督
す
る
権
限
を
有
す
る
者
に
、
弁
護
士
で
あ

る
弁
護
人
に
つ
い
て
は
当
該
弁
護
士
の
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
日
本
弁

護
士
連
合
会
に
通
知
し
、
適
当
な
処
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 
 

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
と
つ
た
処
置
を
裁
判

所
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
中
「
第
二
百
三
条
第
四
項
（
第
二
百
四
条
第
三

項
」
を
「
第
二
百
三
条
第
五
項
（
第
二
百
四
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

（
中
略
） 

 
 

第
二
編
第
三
章
第
一
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
一
節
の
二 

争
点
及
び
証
拠
の
整
理
手
続 

（
中
略
） 

第
三
百
十
六
条
の
十
四 

検
察
官
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
調
べ

を
請
求
し
た
証
拠
（
以
下
「
検
察
官
請
求
証
拠
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

速
や
か
に
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
証
拠
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
開
示
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

証
拠
書
類
又
は
証
拠
物 

当
該
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
（
第
百
九
十

八
条
第
十
二
項
（
第
二
百
三
条
第
四
項
（
第
二
百
四
条
第
三
項
及
び
第

二
百
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
捜
査
に
関
す
る
書
類
の
一
部
と
さ

て
は
当
該
検
察
官
を
指
揮
監
督
す
る
権
限
を
有
す
る
者
に
、
弁
護
士
で
あ

る
弁
護
人
に
つ
い
て
は
当
該
弁
護
士
の
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
日
本
弁

護
士
連
合
会
に
通
知
し
、
適
当
な
処
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 
 

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
と
つ
た
処
置
を
裁
判

所
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
同
上
） 

  

（
同
上
） 

第
三
百
十
六
条
の
十
四 

検
察
官
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
調
べ

を
請
求
し
た
証
拠
（
以
下
「
検
察
官
請
求
証
拠
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

速
や
か
に
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
証
拠
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
開
示
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

証
拠
書
類
又
は
証
拠
物 

当
該
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
す
る

機
会
（
弁
護
人
に
対
し
て
は
、
閲
覧
し
、
か
つ
、
謄
写
す
る
機
会
）
を

与
え
る
こ
と
。 

 



 

九 

れ
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
は
、
当
該
記
録
媒
体
以
外
の
第
百
九
十
八
条

第
九
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
を
し
た
記
録
媒
体
）
を
閲
覧
す
る
機
会
（
弁

護
人
に
対
し
て
は
、
閲
覧
し
、
か
つ
、
謄
写
す
る
機
会
）
を
与
え
る
こ

と
。 

二 

（
略
） 

 

第
二
条 

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
短
期
一
年
以
上
の
」
を
「
長
期
三
年
を
超

え
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
百
十
六
条
の
十
四
第
一
号
中
「
第
二
百
三
条
第
四
項
（
第
二
百
四
条

第
三
項
」
を
「
第
二
百
三
条
第
五
項
（
第
二
百
四
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
一
条
（
刑
事
訴
訟
法
第
三
十
一
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

同
法
第
三
十
六
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
七
条

の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
を
改
め
、

同
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
八
条
及
び
第
八
十

    

二 

（
同
上
） 

 

第
二
条 

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
短
期
一
年
以
上
の
」
を
「
長
期
三
年
を
超

え
る
」
に
改
め
る
。 

    
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 
第
一
条
（
刑
事
訴
訟
法
第
三
十
一
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

同
法
第
三
十
六
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
七
条

の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
を
改
め
、

同
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
八
条
及
び
第
八
十



  

一

〇 

九
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
八
十
一
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、

同
法
第
百
八
十
三
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
八
十
七
条

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
三
条
第
二
項
の
次
に
一

項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
改
め
、

同
条
第
一
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
五
条
に
一

項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
七
条
第
二
項
を
改
め
、
同
条
第
一

項
の
次
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
七
十
二
条
に
一
項
を

加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法

第
三
百
十
三
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
編
中
第
三

章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
百
三
条
の
次
に
一
条
を

加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
百
十
三
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
、
同
法
第
五
百
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
五
百
三

条
及
び
第
五
百
四
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
二
条
（
刑
事
訴
訟
法
第

三
百
十
六
条
の
十
四
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
四
条
、
次
条
並
び
に
附

則
第
三
条
及
び
第
九
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 

二 

第
一
条
（
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
六
十
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正

規
定
に
限
る
。
）
、
第
二
条
（
刑
事
訴
訟
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
改

正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
三
条
（
検
察
審
査
会
法
第
八
条
第
四
号
の
次
に
三

号
を
加
え
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
七
条
（
附
則
第
三
条
の

規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
八
条
の
規
定 

公

九
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
八
十
一
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、

同
法
第
百
八
十
三
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
八
十
七
条

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
三
条
第
二
項
の
次
に
一

項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
四
条
第
二
項
を
改
め
、
同
条
第
一

項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
五
条
に
一
項
を
加
え

る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
七
条
第
二
項
を
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に

二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
七
十
二
条
に
一
項
を
加
え
る
改

正
規
定
、
同
法
第
三
百
十
三
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法

第
二
編
中
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
百
三
条

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
百
十
三
条
の
次
に
一
条
を

加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
五
百
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並

び
に
第
五
百
三
条
及
び
第
五
百
四
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
四
条
、

次
条
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
九
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
二
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 

  

二 

第
一
条
（
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
六
十
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正

規
定
に
限
る
。
）
、
第
二
条
、
第
三
条
（
検
察
審
査
会
法
第
八
条
第
四
号
の

次
に
三
号
を
加
え
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
七
条
（
附
則
第

三
条
の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
八
条
の
規

定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令



 

一

一 

布
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日 

三 

（
略
） 

 

で
定
め
る
日 

 

三 

（
同
上
） 

 

 
 

 


